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北海道内の水道事業について 

 

 

１　水道の現状 

 

（１）　水道普及率 

　　　道内の水道普及率は上昇傾向にありますが、近年横ばいであり、令和４年度では９８．３％と、全

国普及率９８．３％と同水準となっています。 

 

（２）　水道事業等の状況　 

　令和４年度末現在の事業数は、上水道が８８（前年度から１事業減少）、簡易水道が１９１（前年

度から１事業増加）となっています。 

　　　１人１日あたりの平均給水量は、上水道では過去１０年間は横ばいであるのに対し、簡易水道は増

加傾向にあり、上水道が３０７ﾘｯﾄﾙ、簡易水道が５６５ﾘｯﾄﾙとなっています。 

　　　水道料金（家庭用10㎥当たり）の道内平均は、上水道で２，２２０円、簡易水道で２，１７６円と

なっており、全国平均(Ｒ３)の１，５５４円（上水道）、１，３９６円（簡易水道）に比べると、上

水道でおよそ４割、簡易水道で６割高くなっています。 

 

 

  　ア　事業数及び現在給水人口 

水道用水供給事業 上水道事業 簡易水道事業 専用水道 計

事　業　数 ５ ８８ １９１ ５２６ ８１０

現在給水人口 －  4,722,260 人   289,437 人    16,158人 5,027,855 人

 

　　イ　給　水　量   

区　　　分 上  水  道 簡 易 水 道

１人１日最大給水量 ３４６ Ｌ ７９５ Ｌ

１人１日平均給水量 ３０７ Ｌ ５６５ Ｌ

 

　　ウ　水道料金 （家庭用１０m3当たり/消費税・メーター使用料を含む） 

上　水　道 簡 易 水 道

最　　　高    ３，５５０円     ３，５５０円

最　　　低        ７８１円         ９９０円

平　　　均    ２，２２０円     ２，１７６円

 

 



２　水道事業の課題 

 

（１）　水道水質の安全確保                        　 

北海道は、広大な面積を有し、豊かな自然環境に恵まれていることから、全国と比べて比較的良好

な状態に保たれた河川や地下水などにより、良質で豊富な水道水の確保が図られていますが、エキノ

コックスやクリプトスポリジウムなどの病原生物や各種の有害物質による汚染等が懸念されていま

す。また、降雨時においてこれまで想定されなかった高濁度原水が発生し、大規模な断水を余儀なく

された事例も発生しています。 

これらの問題に対応していくためには、引き続き良質な水源の確保や既存水源の保全を図るととも

に、各種の高度浄水施設の整備を効果的に実施していく必要があります。また、特にクリプトスポリ

ジウムについては、北海道は表流水を水源とする比率が高いことから、厚生労働省が取りまとめ、平

成１９年４月１日より適用している「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づいた対

策を徹底する必要があります。 

 

（２）　施設の老朽化、耐震化への対応 

北海道における水道施設の整備については、高度経済成長期に整備された水道施設を中心に今後更

新需要が高まることが見込まれます。 

また、北海道ではこれまで地震や台風等の災害に見舞われており、多くの事業体において水道施設

の被害を受けるとともに、断水事故も発生していることから、水道施設の耐震化をはじめとする危機

管理が重要です。 

北海道における水道施設の耐震化は全国平均と比較して進んでいるとは言えない状況にあり、生活

基盤施設耐震化等交付金を活用するなどして、計画的な施設の更新とともに耐震化を図ることが重要

となってきています。 

 

（３）　水道事業の運営基盤の強化 

道内の水道事業において、職員の減少、高齢化が進むなかで、水道技術の継承が不安視されていま

す。規模の小さい事業体では、技術の継承が限られた職員により行われてきた事例もあり、こういっ

た事業体においては特に技術力の不足を招くことが懸念されます。 

また、給水人口が減少し、給水量も減少傾向にあるなかで、水道事業の給水収益も減少しています。

高度経済成長期に整備された水道施設の更新時期を迎え、更新に必要な財源の確保が必要な中、様々

な形態の広域化や民間活用等により施設・経営の両面での事業の効率化を進める必要があります。 

 

（４）　すべての住民に対する安全な水の供給 

住民の安全な水の確保に向けて、これまで水道の未普及地域における水道施設の整備を推進し、水

道の普及が図られてきました。                                 

水道普及率は全国平均の水準に達していますが、未普及人口は約９万人におよび、その解消は引き

続き課題であるものの、山間部などの未普及地域のすべてに水道施設を整備することは、コストの面

から現実的とは言えないことから、未普及地域における施設整備の在り方の検討が必要です。また、

未普及地域で飲用井戸等を利用している住民に対して安全な水の確保という観点からの衛生対策の取

組が必要です。 



用語の定義・説明 

 

１　水道の種類 

　(１)　水道（水道法第３条第１項） 

　　　　導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体（臨時のも 

　　　のを除く）。 

　(２)　水道用水供給事業（水道法第３条第４項） 

　　　　水道事業者に水道用水（浄水）を供給する事業。 

　(３)　上水道事業 

　　　　計画給水人口が 5,001 人以上で、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業。 

　(４)　簡易水道事業（水道法第３条第３項） 

　　　　計画給水人口が 101 人以上 5,000 人以下で、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事

業。 

　(５)　専用水道（水道法第３条第６項） 

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で

あって、次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源と

し、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下

である水道を除く。 

①100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

②その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの 

　(６)　貯水槽水道（水道法第１４条第２項第５号） 

　　　　水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの。 

　　　　・簡易専用水道（水道法第３条第７項）…　上記のうち、受水槽の容量が10ｍ３ を超えるもの 

　　　　・小規模貯水槽水道　　　　　　　　　…　上記のうち、受水槽の容量が10ｍ３ を超えないもの 

   

 　水道事業  上水道事業( 5,001 人以上 ) 

   (一般の需要に応じる)  簡易水道事業( 101 人以上 5,000 人以下 )

 　水道用水供給事業( 水道事業に水道用水を供給する事業 ) 

　水　　道 　専用水道  100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は 

                その水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもの。 

　貯水槽水道  簡易専用水道及び小規模貯水槽水道 

　その他水道  飲料水供給施設、飲用井戸等

 

２　取水の種類 

　(１)　地表水 

　　　①ダム直接…………ダム等から直接導水管等により取水を行っている形態のもの。 

　　　②ダム放流…………ダム等により水利権を取得し、下流で取水を行っている形態のもの。 

　　　③湖 沼 水…………湖沼等の貯水池から直接取水を行っている形態のもの。 

　　　④表流（自流）水……上記①～③以外の河川水の取水を行っている形態のもの。 



 

　(２)　地下水 

　　　①伏流水……………河床やその付近を潜流している水を埋渠等により取水している形態のもの。 

　　　②浅井戸……………第一不透水層までの水を集水する井戸から取水する形態のもの。 

　　　③深井戸……………第一不透水層より下の水を集水する井戸から取水する形態のもの。 

　(３)　湧　水 

　　　　地下水が地表に湧き出た地点から取水する形態のもの。 

　(４)　受　水 

　　　　水道用水供給事業から用水供給を受けている形態のもの。 

 

３　給水量等 

　(１)　給 水 量…自己の給水区域に対して給水した水量。 

　(２)　有収水量…料金徴収の対象となった水量。 

　(３)　無収水量…料金徴収の対象とならなかった水量。 

　(４)　有効水量…有収水量＋無収水量。 

　(５)　無効水量…漏水等による損失水量。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有収水量 

                  　　　有効水量 

                                      無収水量 

　　　　給　水　量 

 

　　　　　　　　　　　　無効水量 
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